
 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
受
領 

答

弁

第

一

三

〇

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
一
第
一
三
〇
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

内
閣
総
理
大
臣 

安

倍

晋

三 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
航
空
機
利
用
減
に
伴
う
羽
田
空
港
発
着
便
の
新
ル
ー
ト
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
航
空
機
利
用
減
に
伴
う
羽
田
空
港
発
着
便
の
新
ル
ー
ト
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
前
段
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
、
増
加
す
る
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
受
入
れ
等
の
た
め
に
は
、
東
京
国
際
空
港
（
以
下

「
羽
田
空
港
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
新
た
な
飛
行
経
路
（
以
下
「
新
経
路
」
と
い
う
。
）
の
運
用
等
に
よ
る
羽
田
空
港
の

機
能
強
化
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
羽
田
空
港
に
お
い
て
減
便
が
発
生
し
て
い
る
期
間
を
活
用
し
て
航
空
機
の
騒
音
対
策
や

安
全
対
策
を
改
め
て
徹
底
し
、
増
便
し
た
際
の
円
滑
な
運
用
に
備
え
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
新
経
路
に
つ
い
て

は
、
「
運
用
を
中
止
」
す
る
こ
と
、
「
利
用
を
見
直
す
」
こ
と
及
び
「
廃
止
や
停
止
を
含
め
て
再
検
討
す
る
」
こ
と
は
考
え

て
い
な
い
。 

一
の
後
段
に
つ
い
て 

 
 

羽
田
空
港
に
お
け
る
減
便
数
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
三
月
十
九
日
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
混
雑
空
港
に
係
る
運
航
計
画
の
変
更
又
は
同
法
第
百
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
百
二
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
計
画
の
変
更
に
よ
れ
ば
、
同
年
一
月
十
九
日
か
ら
同
年

三
月
二
十
六
日
ま
で
の
累
積
で
四
千
六
百
七
便
で
あ
る
。 



 

２ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
政
府
が
考
え
る
デ
メ
リ
ッ
ト
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
経
路
の
関
係
地

域
の
地
方
公
共
団
体
及
び
住
民
の
方
々
か
ら
は
、
住
民
説
明
会
等
に
お
い
て
、
航
空
機
の
騒
音
対
策
や
航
空
機
か
ら
の
落
下

物
対
策
の
着
実
な
実
施
に
関
す
る
要
望
を
頂
い
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
万
全
で
あ
る
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
航
空
機
の
騒
音
対
策
に
つ
い
て
は
、
騒
音
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
、
羽
田

空
港
に
お
け
る
着
陸
料
に
つ
い
て
低
騒
音
機
の
利
用
を
一
層
促
進
す
る
た
め
令
和
二
年
一
月
に
再
度
見
直
し
を
行
っ
た
こ
と

に
加
え
、
新
経
路
に
お
け
る
飛
行
高
度
の
引
上
げ
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
経
路
下
の
地
域
の
騒
音
を
測
定
す
る
な

ど
騒
音
の
影
響
を
引
き
続
き
注
視
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
航
空
機
か
ら
の
落
下
物
対
策
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
に
お

い
て
平
成
三
十
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
落
下
物
対
策
総
合
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
を
踏
ま
え
、
落
下
物
の
未
然
防
止
策
を
徹
底

さ
せ
る
観
点
か
ら
、
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
を
改
正
し
航
空
運
送
事
業
者
及
び
航
空

機
使
用
事
業
者
に
対
し
部
品
等
脱
落
防
止
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
こ
と
に
加
え
、

駐
機
中
の
機
体
を
空
港
管
理
者
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
体
制
を
強
化
す
る
な
ど
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
降
下
角
度
の
変
更
」
に
関
し
航
空
会
社
か
ら
伝
え
ら
れ
た
個
々
の
課
題
や
質
問

が
「
懸
念
」
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
羽
田
空
港
に
お
け
る
新

経
路
の
う
ち
南
風
好
天
時
に
運
用
さ
れ
る
進
入
経
路
（
以
下
「
南
風
好
天
時
経
路
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
気
温
が
高
い
場

合
に
航
空
機
の
降
下
率
が
上
昇
し
不
安
定
な
進
入
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
旨
の
運
航
上
の
技
術
的
な
課
題
が
航
空
会
社
か
ら

同
省
に
対
し
伝
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
課
題
に
つ
い
て
、
三
・
五
度
を
超
え
る
降
下
角
で
進
入
後
、
途
中
で
降
下

角
を
変
更
し
て
最
終
的
に
三
度
で
着
陸
す
る
進
入
方
式
も
許
容
し
て
い
る
旨
同
省
か
ら
航
空
会
社
に
対
し
回
答
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
三
・
五
度
の
降
下
角
を
含
む
南
風
好
天
時
経
路
の
進
入
方
式
に
つ
い
て
は
、
当
該
降
下
角
が
我
が
国
及
び
諸
外
国

の
複
数
の
空
港
の
進
入
方
式
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
航
空
会
社
の
協
力
に
よ
り
航
空
機
の
性
能
、
気
象
等
に
係

る
複
数
の
条
件
を
設
定
し
た
上
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
安
全
性
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
並
び
に
実
機
飛
行
確
認

に
お
い
て
南
風
好
天
時
経
路
を
飛
行
し
た
操
縦
士
及
び
航
空
機
の
運
航
の
専
門
家
か
ら
、
南
風
好
天
時
経
路
は
直
線
の
進
入

経
路
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
降
下
角
は
好
天
時
の
み
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
安
全
性
の
問
題
は
な
い
旨
の
意
見
を
頂
い
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
安
全
性
の
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 



 

４ 

 

五
に
つ
い
て 

 
 

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
航
空
機
か
ら
の
物
体
の
落
下
を
目
撃
し
た
旨
や
航
空
機
か
ら
の
落
下
物
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ

れ
る
物
体
を
発
見
し
た
旨
の
通
報
等
を
受
け
た
場
合
（
当
該
物
体
が
空
港
内
で
発
見
等
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
同

省
の
職
員
に
よ
る
現
地
調
査
等
を
踏
ま
え
、
当
該
物
体
が
航
空
機
か
ら
の
落
下
物
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
に
よ
り
同
省
が
把
握
し
て
い
る
、
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
九
日
ま

で
の
十
年
間
に
落
下
し
、
又
は
発
見
さ
れ
た
飛
行
機
か
ら
の
落
下
物
（
以
下
「
落
下
物
」
と
い
う
。
）
の
事
案
の
件
数
は
十

八
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
落
下
物
が
落
下
し
、
又
は
発
見
さ
れ
た
日
付
が
平
成
二
十
九
年
度
で
あ
る
も
の
は
三
件
、

平
成
三
十
年
度
で
あ
る
も
の
は
二
件
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
①
落
下
物
の
名
称
、
②
落
下
物
が
落
下
し
、
又
は
発

見
さ
れ
た
日
付
、
③
落
下
物
が
落
下
し
、
又
は
発
見
さ
れ
た
場
所
、
④
被
害
の
内
容
、
⑤
原
因
飛
行
機
の
便
名
、
⑥
原
因
飛

行
機
の
運
航
者
の
名
称
及
び
⑦
落
下
物
発
見
の
経
緯
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
落
下
物
が
落
下
し
、

又
は
発
見
さ
れ
た
日
付
が
平
成
二
十
八
年
度
又
は
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
の
期
間
中

で
あ
る
も
の
は
な
い
。 

 
 

①
パ
ネ
ル 

②
平
成
二
十
九
年
九
月
七
日 

③
茨
城
県
稲
敷
市 

④
被
害
な
し 

⑤
Ａ
Ｎ
Ａ
九
三
六
便 

⑥
全
日
本
空
輸



 

５ 

 

株
式
会
社 

⑦
発
見
者
か
ら
の
通
報 

 
 

①
パ
ネ
ル 

②
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
三
日 

③
大
阪
府
大
阪
市 

④
車
両
の
損
傷 

⑤
Ｋ
Ｌ
Ｍ
八
六
八
便 

⑥
Ｋ
Ｌ

Ｍ
オ
ラ
ン
ダ
航
空 

⑦
発
見
者
か
ら
の
通
報 

 
 

①
ア
ン
テ
ナ 
②
平
成
三
十
年
三
月
四
日 

③
千
葉
県
成
田
市 

④
被
害
な
し 

⑤
不
明 

⑥
不
明 

⑦
発
見
者
か
ら
の

通
報 

 
 

①
金
属
片 

②
平
成
三
十
年
五
月
二
十
四
日 

③
熊
本
県
上
益
城
郡 

④
車
両
の
損
傷
等 

⑤
Ｊ
Ａ
Ｌ
六
三
二
便 

⑥
日

本
航
空
株
式
会
社 

⑦
発
見
者
か
ら
の
通
報 

 
 

①
プ
ラ
カ
ー
ド 

②
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日 

③
千
葉
県
山
武
市 

④
被
害
な
し 

⑤
不
明 

⑥
不
明 

⑦
発
見

者
か
ら
の
通
報 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
す
べ
て
の
航
空
機
落
下
物
」
及
び
「
航
空
機
落
下
物
全
体
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
明
ら
か
で
は
な
い

た
め
、
「
す
べ
て
の
航
空
機
落
下
物
を
把
握
で
き
て
い
る
の
か
否
か
」
及
び
「
把
握
で
き
る
の
は
航
空
機
落
下
物
全
体
の
ど

の
程
度
な
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
同
省
に
お
い
て
は
、
着
陸
後
の
機
体

チ
ェ
ッ
ク
等
に
よ
り
判
明
し
た
航
空
機
の
部
品
の
欠
落
に
つ
い
て
、
航
空
会
社
か
ら
報
告
を
求
め
る
制
度
を
平
成
二
十
九
年



 

６ 

 

十
一
月
に
拡
充
し
、
そ
の
件
数
等
の
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


